
  
西三河都市計画事業各土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

 

令和８年５月２６日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第３４号 

 

西三河都市計画事業各土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則の一

部を改正する規則 

 

西三河都市計画事業各土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則（平成１１年安

城市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第６項中「午前８時３０分から午後５時１５分まで」を「午前９時から午

後４時まで」に改める。 

第４条中「前条第４項」を「同条第４項」に改める。 

第５条中「令第２４条第２項」を「同条第２項」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年６月１日から施行する。 


